
【別記①－１：月間広報実施計画作成支援業務工程】 ※①「媒体各社との調整」から➂「確認」までの想定所要期間：４～５週間程度

各工程の概要受託者県庁担当課広聴広報課

① 媒体各社との調整

年間広報計画を基に、媒体各社へ対し、放送日（掲載日）や原稿搬入期限等の確認を
行い、広聴広報課へ確認事項を連絡する。

② 計画案作成支援

広聴広報課が県庁担当課の広報希望を基に作成した月間広報実施計画案について、原
稿作成期間や媒体各社の放送等に係る準備期間等を考慮し、内容の確認、助言等を行う。

➂ 確認

広聴広報課が決定した月間広報実施計画を確認する。

④ 各媒体での放送等

契約及び月間広報実施計画に基づき、所定の日に各媒体で放送等を行う。

②計画案作成支援
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【別記①－２：県政テレビ番組業務工程】 ※①「台本作成」から⑨「放送」までの想定所要期間：１～２か月程度

各工程の概要受託者県庁担当課広聴広報課

① 台本作成

広聴広報課から提出された放送テーマ案を基に台本を作成する。

② 打合せ

台本を基に、広聴広報課及び県庁担当課と取材内容等の打合せを行う。

③ 取材

受託者は、取材先や県庁担当課と取材日を調整の上、取材を行う。

※ 取材に要する機材・出演料・スタジオ費・消耗品等については、受託者がその一切を準

備すること。

※ 取材は、原則受託者において責任を持って対応することとするが、県庁担当課の立会

いが必要な場合等は、事前に協議すること。

④ 修正台本作成

受託者は、取材内容を基に、台本を修正し、広聴広報課及び県庁担当課の確認を受け
る。

⑤ ナレーション・手話収録

受託者は、台本を基にナレーションと手話収録を行う。

※ 収録に要する機材・出演料・スタジオ費・消耗品等については、受託者がその一切を準

備すること。

⑥ 編集

受託者は、取材した内容を基に編集作業を行う。

⑦ 確認用動画データの作成及び確認調整作業

確認用動画データを作成し、広聴広報課及び県庁担当課の確認を受ける。

⑧ 修正

広聴広報課及び県庁担当課から指摘を受けた点の修正を行う。

※ 校正回数は、２回程度とする。

⑨ 放送

契約に基づく時間帯において、テレビ放送を行う。

※ やむを得ない理由により、放送時間の変更が必要な場合は、事前に広聴広報課と協

議すること。

⑩ ホームページ公開及びデータ作成

放送内容については、放送局のホームページに専用サイトを設け公開するほか、DVDデータ
を広聴広報課へ提出する。

⑪ その他番組の視聴率向上を図るための広報活動

番組の視聴率向上を図るため、放送事業のほかにも広報活動を行う。
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【別記①－３：民放テレビ番組を活用した復興情報発信業務工程】※①「企画構成」から⑧「放送」までの想定所要期間：１～２か月程度

各工程の概要受託者県庁担当課広聴広報課

① 企画構成

広聴広報課と協議のうえ、番組コンセプトや放送テーマ、番組企画構成を決定する。

② 打合せ

決定した番組企画構成を基に、広聴広報課及び県庁担当課と取材内容等の打合せを
行う。

③ 台本の作成及び確認調整作業

打合せを基に番組台本を作成し、広聴広報課及び県庁担当課の確認を受ける。

④ 取材の実施

受託者は、取材先や県庁担当課と取材日を調整の上、取材を行う。

※ 取材に要する機材・出演料・スタジオ費・消耗品等については受託者がその一切を準

備すること。

※ 取材は、原則広聴広報課の立会いの下で行うこと。

※ 知事との調整は、原則広聴広報課が行う。

⑤ 編集

受託者は、取材した内容を基に編集作業を行う。

⑥ 確認用動画データの作成及び確認調整作業

確認用動画データを作成し、広聴広報課及び県庁担当課の確認を受ける。

⑦ 修正

広聴広報課及び県庁担当課から指摘を受けた点の修正を行う。

※ 校正回数は、２回程度とする

⑧ 放送

契約に基づく時間帯において、テレビ放送を行う。

※ やむを得ない理由により、放送時間の変更が必要な場合は、事前に広聴広報課と協

議すること。

⑨ データ作成

放送内容については、データを広聴広報課へ提出する。

⑩ その他番組の視聴率向上を図るための広報活動

番組の視聴率向上を図るため、放送事業のほかにも広報活動を行う。
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【別記①－４：お知らせ広報業務工程】

各工程の概要受託者県庁担当課広聴広報課

※①「確認」から③「放送」までの想定所要期間：１週間程度

① 確認
月間広報実施計画を基に県庁担当課が作成した画像原稿及び読み原稿について、放送
内容を確認する。
② 電子フリップの作成
放送用原稿のうち、画面原稿を電子フリップに加工する。
③ 放送
契約及び月間広報実施計画に基づく日に、テレビ画面に電子フリップを表示させながら、
アナウンサーが読み原稿を朗読する。

※ 放送時間を拡大した番組については、別記①-2「県政テレビ番組業務工程」を参照のこ
と。

※①「確認」から②「放送」までの想定所要期間：１週間程度

① 確認
月間広報実施計画を基に県庁担当課が作成した原稿について、放送内容を確認する。
② 放送
契約及び月間広報実施計画に基づく日に、アナウンサーが原稿を朗読する。

※①「掲載紙面案の作成」から④「掲載」までの想定所要期間：３週間程度

① 掲載紙面案の作成
月間広報実施計画を基に県庁担当課が作成した原稿について、受託者側でレイアウト
調整やイラスト・写真等の挿入を行い、実際に掲載を行う紙面案を作成する。
② 確認用データの作成及び確認調整作業
確認用データを作成し、広聴広報課及び県庁担当課の確認を受ける。
③ 修正

広聴広報課及び県庁担当課から指摘を受けた点の修正を行う。

※ 校正回数は、３回程度とする。

④ 掲載

契約及び月間広報実施計画に基づき、校了原稿を新聞掲載する。

①掲載紙面案の作成

②確認用データの作成
及び確認調整作業

④掲載完了確認
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